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（結果）
　保険病名として「てんかん」がつけられて抗てんかん
薬投与を受けていた患者は、男性利用者のうち23%で
あった。調査結果から推察すると少なくとも17%程度が
真のてんかんであると考えられた。てんかん診療拠点施
設と診療連携されている患者はなかった一方、てんかん
専門医所属施設医師が診療に携わっている事例もみら
れた。カンナビノイド製剤治験対象者と予測される事例
はなかった。今回の調査は、臨床検査情報を使用してい
ないため確定的な診断を得ることはできないこと、一部
の対象者は知的障害により十分な病歴調査ができない
こと、が調査限界であった。2回に分けた調査を計画した
が、新型コロナウィルス感染症による非常事態宣言の影
響を受けて、令和3年2月現在第2回調査が延期となって
おり、年度内に第2回現地調査が計画されている。本パ
イロット調査の最終報告は、令和２年度山本班分担報
告書（分担研究者：太組一朗）に報告される予定である。

（考察）
　てんかんの有病率は0.8%程度である。知的障害通所
施設に通所するてんかん患者が多いことは諸外国の資
料1）からは予測されていたが、本邦でも同様に高い確率
であることはこれまで知られていなかった当該施設等利
用者の実態調査を行うことにより、更なるてんかん対策
の課題が判明するものと考えられる。
　てんかんの診断は容易ではなく過去の文献ではてん
かんと診断される事例の27%が誤診である3)が、診断技
術が進んだ昨今でも、問診（医療面接）は重要である。し
たがって、とりわけ知的障害者の診断は容易ではない4)。
今回調査のように仮に20％程度に診断相違があったと
しても17%程度はてんかんということになる。当該施設
等利用者の実態調査を行うことにより、更なるてんかん
対策の課題が判明するものと考えられる。外科治療や
VNS導入が適切であると判定される患者も少なからず明
らかになるはずである5)。なお高齢発症てんかんも頻繁
に話題にされており障害児入所（対象に成人を含む）施
設においても高齢発症てんかん患者は存在するが、罹病
期間の短さを反映してか、報告例6)では新規抗てんかん
薬が導入されている。
　今回のパイロット調査でも、ベンゾジアゼピン単剤に
よる長期処方事例がみられた。ベンゾジアゼピン長期服
薬には身体依存や急性離脱症状などの問題がある。て
んかん診療ガイドライン2018を参照しても、ベンゾジア
ゼピン系薬剤はてんかんの第１選択ではなく、当該患
者がてんかんであれば、新規抗てんかん薬への処方変
更も検討される。米食品医薬品局(FDA)はベンゾジアゼ

ピン系薬の枠組み警告追加に加え7)、乱用・依存・カウン
セリング等に関する情報追加を求めている。しかしなが
ら発作消失が得られている患者の投薬調整は容易では
なく手間もかかる。拠点施設にベンゾジアゼピン投薬整
理させる機能を持たせることができる。

本領域におけるてんかん診療拠点施設の役割を以下
に列記する。
１）投薬調整
　１.1 ベンゾジアゼピン系薬剤長期投与事例整理
　１.2 不要な抗てんかん薬整理
　拠点施設はポリファーマシー解消の一端を分担する
２）てんかんのある障害者の定期的治療評価
　拠点施設を長期処方にある慢性患者の最新医療　　
　アクセス拠点とする
３）てんかん診療拠点病院を有しない三次医療圏における対策
　拠点施設とつなぐべくオンライン診療・遠隔診療等　
　を活用する

	【おわりに】　　　　　													　　　　　　　　　　	
　障害児入所施設（対象に成人を含む）等に対して、て
んかん患者の診療状況に関する実態調査を行うことに
より、より質の高い医療体制構築が図れるものと考えら
れた。さらにてんかん診療連携拠点との連携実態を調
査することは、てんかん施策における課題把握に有用
である。現在障害児入所施設（対象に成人を含む）は福
祉型260施設（児童入所数5,444名・18歳以上入所数
1,500名）・医療型268施設（児童入所数3,283名・18歳
以上18,141名）である8)。利用者が、適切なてんかん診
療の恩恵を享受し、最新てんかん診療と結びつけられ
るために、障害児入所施設とてんかん診療拠点施設と
の診療連携が構築されることが望ましい。

	【キーメッセージ】　　　　　　　　　　　　　　　	
１）長期にわたっててんかん治療を受けている方、特に

知的障害とてんかんを併存している方にもてんかん
診療拠点施設を定期的に活用いただき、最新てんか
ん治療アクセスを確保する。

２）ポリファーマシー解消には、てんかん診療拠点施設
を活用する。

３）ベンゾジアゼピン系長期投与は、少なくとも定期的
に見直されることが望ましい。
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6.	てんかんコーディネーターについて　
　　　　　　役に立てること、活動内容

	【はじめに】　　　　　　　　　　　　 　　　　　　	
　厚生労働省の「全国てんかん対策地域診療連携体
制整備事業」は、モデル事業として8つの県で地域拠点
機関が選ばれて開始された。平成30年度より全国てん
かん対策地域診療連携体制整備事業は本事業として
継続発展し、13の診療地域拠点機関が選ばれ、てんか
ん診療地域連携体制の確立を目指して初年度が開始
された。令和3年1月現在、全国に21箇所の拠点機関な
らびに１箇所の全国拠点機関（NCNP）が指定されて
いる。本事業における、てんかん診療支援コーディネー
ターの要件は、当該拠点機関に従事する者であって、精
神障害者福祉に理解と熱意を有すること、てんかん患
者及びその家族に対し、相談援助を適切に実施する能
力を有すること、医療・福祉に関する国家資格を有する
ことである。コーディネーターは、関係機関（精神保健福
祉センター、管内の医療機関、保健所、市 町村、福祉事
務所、公共職業安定所等）との連携・調整を図ることが、
業務として掲げられている。一方でその具体的な業務
についての規定がなく、コーディネーターの在り方、研
修、講習制度、認定制度の整備などの要望が多くあげら
れるようになった。これらの背景をもとに、平成30年度
全国てんかん対策連絡協議会アンケートおよび厚生労
働科学研究障害者政策総合研究事業「てんかんの地域
診療連携体制の推進のためのてんかん診療拠点病院
運用ガイドラインに関する研究」において、コーディネー
ターに関する調査を実施してきた。これらの調査をも
とにてんかんコーディネーターが役に立てること、今後
コーディネーター業務に期待されることについて述べ
る。

			診療拠点機関におけるてんかん　　　　　　　　　	
			診療支援コーディネーターの現状　　																	 		　 

　2019年度の調査（対象：全国拠点1施設・診療拠点15
施設）によると1)、19名のコーディネーターのうち68.4％
が兼任であると回答した（図1）。また、コーディネーター
業務を行うための専門知識については、「多い」「とても
多い」という回答が合計26.3％であり（図2）、月に1回以

上てんかんに関する研修をうける機会を持っているも
のは31.6％であった（図3）。令和2年度は全国拠点機関

（NCNP）と20拠点機関の合計21機関に対して調査を
行った2)。在籍コーディネーターの人数では、1名の機関
が14施設、2名が5施設、4名が1施設、5名が1施設という
結果であった（図4）。コーディネーターの保有資格につい
ては、33名のコーディネーターのうち、医師が5名、看護
師が10名、社会福祉士が4名、精神保健福祉士が4名、社
会福祉士と精神保健福祉士を併せ持つものが6名、薬剤
師が1名、作業療法士が1名、不明・未回答が2名であった

（図5）。コーディネーターの業務については、主な業務
を①相談業務 ②協議会運営業務 ③連携・調整業務 ④
勤務施設における患者支援業務（退院転院調整など）に
分類して調査したところ、相談業務が12名、連携業務が7
名であった（図6）。医師・看護師15名のうちでは、連携業
務が6名、協議会業務が4名であったのに対して、福祉職
14名のうちでは、相談業務が6名、支援業務が5名であっ
た。自身の保有する国家資格がコーディネーターにふさ
わしいと思うかという質問に対しては、強く思う・思うが合
わせて26名、思わないが4名であった（図7）。思わない4
名の内訳は医師2名・看護師2名であった。自由記載では、

「コーディネーターとしての雇用が困難であり兼任とな
らざるを得ない」「雇用しやすい職種で良い」「人手がな
く医師が兼務している」「具体的な業務を規定して欲しい」

「他施設のコーディネーターと連携がとりたい」「もともと
ソーシャルワーカーの業務と重なる部分が多い」「全国拠
点施設で主催されている研修会は大変為になった」「認
定制度となると良い」などの意見が寄せられた。
　以上より、診療拠点機関におけるコーディネーター
は、コーディネーターとして独立した雇用が困難であり
兼任が多く、その保有資格により業務内容に偏りはある
ものの多様な業務に従事していることが分かった。【　　　　　　　　　　　　　　　】
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てんかん診療支援コーディネーター業務は専任業務ですか？

てんかんに関する研修の機会はどの程度ありますか？

保有する資格

所有資格はコーディネーターにふさわしい

ご自身が業務を行うのにあたってどの程度知識を持っていると思いますか？

在籍コーディネーター（人）

主な業務

図3 図4

図5 図6
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 【てんかん診療拠点コーディネーターが役に立てること】	
　当初具体的な業務が規定されていないとの意見も出
されたコーディネーターであるが、現在では全国拠点機
関であるNCNPより、役割は「てんかん診療（拠点）施設
において、てんかん診療が円滑に行われるような医療
側と患者側の間の調整」、業務は「①てんかん患者及び
その家族への専門的な相談支援及び助言、②管内の
連携医療機関等への助言・指導、③関係機関（精神保
健福祉センター、管内の医療機関、保健所、市町村、福
祉事務所、公共職業安定所等）との連携・調整、④医療
従事者、関係機関職員、てんかん患者及びその家族等
に対する研修の実施、⑤てんかん患者及びその家族、
地域住民等への普及啓発」と規定されている。つまり、
てんかんを有する患者の医療・社会・生活全般にわたり
調整を行っていく役割となっており、地域のハブとして
の機能が期待されている。現在コーディネーターは拠
点施設のみに在籍しているので、地域の医療機関や患
者・患者家族にも存在が開示され、気軽にアクセス出来
るようになると望ましい。

 【おわりに】	　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　コーディネーターの役割および業務は多岐にわたる。
また、てんかん患者数の多さや、今後アクセスを容易に
することを目指すとすれば、コーディネーターの増員が
必要である。行政区分が広い面積を持つ地域では診療
拠点機関以外にコーディネーターが在籍し活躍するシ
ステムの構築が望ましい。他の疾患についての制度で
あるが、「肝疾患コーディネーター」の運用は参考になる
と思われる。神奈川県を例に挙げると、県が主催するセ
ミナーを受講し試験に合格したものに認定証が交付さ
れる3)。そして肝疾患コーディネーターは病院だけでな
く、薬局や他の事業所にも在籍し患者からのアクセスを
容易にしている。
　てんかんにおいても、てんかん地域診療連携体制整
備事業におけるてんかん診療コーディネーター認定制
度が運用を開始し、2020年度から暫定認定証が発行さ
れる見込みである（図8）4)。これらの認定者が増えていく
事によって、質・量ともに充実したコーディネーターが患
者の身近に存在するようになると期待される。

図8. てんかん診療コーディネーター認定制度について（文献４より引用）
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	【はじめに】　　　 　																																														　	
　てんかんの病態は多彩であり、発作が容易に抑制さ
れ合併症もなく普通に生活を送っている人がいる一方
で、難治な発作に加え様々な併存症を有し、生活に困
難さを抱えている人もいる。またてんかんは、慢性的に
経過する疾患であり、移行期医療の課題もあり、患者・
家族が抱える問題は年齢とともに多様化し複雑になっ
ている。よって、てんかんでは発作治療のみならず、心理
社会的な問題へのアプローチが重要であり、加えて病
気と上手く付き合うための生活指導や患者教育、地域と
連携した包括的支援を行っていく必要がある。その中
心的役割を担うてんかん診療拠点病院では、地域診療
連携体制を効果的に運用していくためにも、コメディカ
ルの整備が重要となる。てんかん診療拠点病院が基幹
となり、てんかん診療連携ネットワークが構築され、どこ
に住んでいても、一人ひとりに合った切れ目のないてん
かん医療サービスが受けられるとともに、教育や福祉、
行政なども含む包括的な支援体制が形成されることが
望まれるが、適切な医療やサービスを提供していくに
は、コメディカルの参画は不可欠であり、その育成は重
要な課題となる。そのうちの一つである看護師の育成に
ついて、静岡てんかん神経医療センターで導入してい
る院内認定てんかん看護師制度について概説する。

	【院内認定てんかん看護師制度プログラム概要】　　　	
【目的】
てんかんに関する専門的知識を持った看護師を育成
し、新人・配置換え看護師に対する教育やてんかん看
護の質の向上および院内・院外のセミナー運営の中心
的存在として活躍できる人材を育成する

【役割】
1）てんかんに関する専門的知識を習得し、看護実践　

　に生かす

2）てんかん看護の看護実践者として役割モデルとな

　 り後輩を指導できる

国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター看護部	　原　稔枝

7.	認定てんかん看護師について

【教育プログラムの内容】
  1）成人てんかんの疾患と理解

       ①病態と診断・治療
       ②精神症状
       ③検査（脳波・画像・神経心理）
  2）小児てんかんの疾患と理解

       ①発作の特徴
        ②治療（ケトン食療法・ACTH療法）
       ③発達障害
  3）てんかん外科治療の理解

  4）薬物療法の理解

  5）リハビリテーションの理解

  6）成人てんかん看護

       ①発作観察・対応
       ②リスク管理
       ③自立に向けた支援
       ④生活指導
       ⑤服薬指導
       ⑥患者教育
  7）小児てんかん看護

       ①成長発達への影響
       ②家族看護
       ③療育・学校との連携
  8）脳外科看護

       ①術前検査
       ②周術期の包括支援
  9）社会資源

10）看護の専門職性

11）看護倫理

12）医療安全

13）成人教育・生涯教育

14）事例研究

【審査及び認定】（2020年現在）
  1）認定対象は、下記の3つの条件に全て該当する        

      ものとする

      ①看護師経験5年目以上で、研修分野に2年以上

1）

2）3）
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          勤務している看護師
       ②院内認定看護師要請研修を1年間受講したもの
       ③筆記試験を実施し、7割以上の点数を評価され
          たもの、実習評価はB以上と評価されたもの
  2）上記結果をもとに、院長・看護部長による面接後、　

　   認定とする

       ＊面接は一人15分ほど行い、院内認定看護師と　
　　    しての抱負を述べる
  3）認定は3年毎の更新制とする

  4）認定としての知見を深めるために積極的に学会・ 

       研修へ参加する（旅費は病院負担）

【院内活動】
  1）1回（2時間）/1か月を活動時間とし情報交換、 

       意見交換、勉強会を行っている

  2）年間計画を立案し計画に基づいて活動する

       ①看護職員に向けた勉強会の開催
       ②看護現任教育委員会とタイアップしたてんかん
          専門看護研修の企画・開催
       ③てんかんハンドブック作成・改訂
       ④臨床でのOJT

【院外活動】
  1）地域からの要請に応じて講師等を行う

       ①看護学校
       ②看護セミナー
       ③市民公開講座
  2）パープルデーなどの啓発活動

　院内認定てんかん看護師制度を導入し、看護師育成
を推進する利点として、てんかんに関する幅広い知識
をもとに、専門性高い看護を提供できることが期待され
る。特に、地域と連携したてんかん包括支援を担うてん
かん診療拠点病院の看護師は、てんかん診療のサポー
トだけではなく、てんかん発作を抱えながら生活する患
者の困難さを捉え、問題を整理し、多方面からアプロー
チを試み、働きかけ、ときには多職種との連携のコー
ディネーターとなり、退院後の生活を見据えた看護を
行っていく大きな役割を担っている。この制度を、ある
いは準じた研修制度を導入することで、看護や支援の
幅が広がり、患者の苦難が緩和され生活の質が向上す
ることが期待できる。看護師自身も患者の良い変化を
感じることで士気が上がり、やりがいを見出すことがで
きるようになる。院内認定てんかん看護師制度により一
層包括的な看護、支援が可能となることによって、てん
かん診療拠点病院が地域との診療連携ネットワークを

構築する仕組みづくりに大きく貢献できると思われる。

	【てんかん発作の観察と対応】　　　　　　　　		　　	
　てんかんを起こす病態（てんかん原性）は多様であ
り、てんかんの主症状であるてんかん発作は、脳の神経
組織の過剰な神経活動により引き起こされ、活動の部
位や広がり方によってさまざまな症状が出現する。よっ
て、てんかん発作の症状を細かく観察することは、診断
や治療に非常に役立つ。看護師は、正しい知識と技術を
もって、てんかん発作の観察・対応を行っていく必要が
ある。

	【てんかん発作の観察ポイント】　　　　　　　			　　	
発作を起こした時間と状況
1）いつどんな状態で発作が起こったか

･覚醒時：すっきり目覚めているときか、ぼんや　
　り眠気のあるときか
･睡眠時：寝入りばなか、寝起きか、熟睡してい　
　るときか

2）どのような状況か

･身体状況：発熱、興奮、過労、睡眠不足、生理周期
･生活場面：入浴、食事、運動、遊び、飲酒
･その他：光・音、テレビ

	【発作の始まりの様子】　　　　　　　　		　　　　　	
1）意識減損で始まった場合

・症状：動作が止まる、応答がなくなる、視線が
　合わない、返事がちぐはぐになる
・意識の確認：呼名、刺激に対する反応、指示動
　作が可能か、物品呼称ができるか

2）転倒で始まった場合

・転倒の勢い（ゆっくりか、急激か）、倒れる方向、　
　姿勢、発声の有無

3）けいれんで始まった場合

・身体のどこから始まったか（一側性か、両側性か）
・四肢の状態（伸展位か、屈曲位か）
・けいれんの状態（強直性か、間代性か）
・眼球や頭部の位置（左右、上下）
・呼吸状態

4）動作の異常で始まった場合 

・症状：表情、視線、発声、行動、本人の自覚

	【発作の経過】　　　　　　　　　　　　　	　　　　
1）身体の向きの変化：眼球、頭部、身体の向きが　

　 どのように変化したか

4）5）
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2）身体状況の変化：表情、顔色、呼吸状態がどのように 

    変化したか

3）けいれんの変化：身体での広がり方、けいれんの状態

    がどのように変化したか

4）自動症の様子

・口部自動症：口をモグモグする、喉をゴクゴク
　する、舌なめずり
・身振り自動症：衣服をまさぐる、身体を撫でる
・言語自動症：単純な言葉を繰り返す
・歩行自動症：歩き回る

	【発作後の様子】　　　　　　　　　　　　　　　　	
1）意識の確認：呼名に反応があるか、指示動作ができる

か

2）言語の確認：自分の名前が言えるか、物品呼称ができ

るか

3）記憶の確認：発作中のことを覚えているか

4）前兆の確認：上腹部の気持ち悪さ、視覚（チカチカす

る）、聴覚（音が聞こえる）など

5）麻痺の確認：四肢の動きに左右差はあるか

6）眠ってしまったか、朦朧状態になったか

	【てんかん発作時の対応】　　　　　　　　				 　　　	
【焦点起始発作】
1）焦点意識保持発作

      〈症状〉
     ・上腹部にこみあげる嘔気に似た感じ
     ・妙な臭い
     ・かつて経験した情景が浮かぶ
     ・聞こえないはずの音が聞こえる
     ・手足が不随意的に動く、痺れる　など
     〈対応〉
     ・自覚的な症状であるため、不安を軽減しながら　
　　症状を見守るのみで、特別な対処は必要ない
     ・症状の内容をその場で患者からよく聞き取る。

2）焦点意識減損発作

     〈症状〉
     ・動作が停止し反応がなくなる
     ・落ち着かない様子で身体を動かす
     ・舌なめずりをしたり、口をモグモグさせる
     〈対応〉
     ・無理に行動を制限せず、介助者が周囲の危険な
　　物を回避し見守る
     ・朦朧状態の場合は、抑えつけず後方から支え、

　　危険がないよう行動に付き添いながら見守る

【全般起始発作】	　　　　　　　　　　　								　　　　
1）欠神発作

〈症状〉
・動作が突然止まり、表情がうつろになり反応がなく

なる
・時間は短く数秒から十数秒で、発作が終わるとすぐ

に通常の状態に戻る
・過換気で誘発されやすい
〈対応〉
・名前を呼ぶなどして軽い刺激を与え、意識の回復

を待つ

2）ミオクロニー発作

〈症状〉
・全身、あるいは一部の筋肉が一瞬ピクっとする
・光 ・音など特別な刺激で誘発されることがある
 〈対応〉
・転倒する場合は保護帽の着用を検討する

3）脱力発作

〈症状〉
全身の筋肉の緊張が低下し崩れるように倒れる

〈対応〉
・転倒するリスクが高いため、保護帽の着用を検討する
・立位でいる時間を短くし座位で作業を行う
・移動は腕を組んで歩行する

4）強直間代発作

〈症状〉
・発声とともに全身が強直し細かなけいれんが出

現、四肢が突っ張り顔色不良、その後は間代けいれ
んへ移行 し1分ほどで脱力する

・脱力とともに、荒い呼吸が始まり口腔内に溜まった
唾液を吹き出す

〈対応〉
・危険な場所であれば安全な場所へ移動する（椅子

に座っていれば、平らな場所で寝かせる）
・周囲の危険な物を除去する
・けいれんで後頭部を打たないよう保護する
・けいれんしている間は無理に抑えつけず見守る
・脱力したら、唾液で誤嚥しないよう顔や身体を横に

向ける
・受傷した場合は処置を行う
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	【重積発作】　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〈定義〉
発作がある程度の長さ以上に続くか、または短い発作で
も反復し、その間の意識がないもの

〈対応〉
・けいれん発作が5分以上持続すれば治療開始する
・医師の指示に従い、坐薬・口腔粘膜薬・注射など実施

する
・呼吸状態に注意し必要に応じて酸素吸入、気道確保

を行う
・経時記録を行う

	【てんかん発作のリスク管理・安全対策】　　　　　　	
　てんかん発作は、外傷や溺水などの生命に対するリ
スクをもたらす。てんかん発作のリスク管理には、外傷な
どの予防から発作時の適切な対応、正しい服薬管理な
どが含まれる。リスクを減らすための予防と対応が必要
な一方、リスクを過大評価すると患者の日常生活での
制限・制約を不必要に増やしてしまう。個々の発作を正
確に把握し、適切なリスク評価と管理を行うことが重要
である。このような関わりや環境調整が、自宅での生活
に役立ち、過剰な制限を防ぐことにもつながる。

	【リスクが高い要因と安全対策】　　　　　　　　　　	
1）倒れる発作

　洗面や更衣をする際は、ひじ掛けのある椅子に座っ
て行うように伝え、立位でいる時間を減らす。発作が多
い時間帯では、移動時に看護師が付き添い支持歩行を
行う。ベッド柵は必ず上げておくように伝え、発作による
転落を防止する。家具の角には衝撃を吸収できる保護
材などを備えつる。治療にも関わらず発作を繰り返す場
合は、保護帽の着用を考慮する。

2）四肢を激しく動かす発作

　身体の動きが激しくベッドが狭いことで危険が生じる
のであれば、床にマットを敷いて動きが制限されないよ
うに工夫する。そのような環境調整が困難であれば、患
者の同意を得て体幹抑制を行うこともあるが、骨折など
のリスクを考慮し制限は最小限とする。

3）意識が減損する発作

　発作中やその後の朦朧状態では、無目的に行動する
ことがあるため、ベッド周囲は整理整頓を心がけ、ハサ
ミなど危険なものは置かないようにする。朦朧状態では
無理に押さえつけたりせず、冷静に様子を見守ることが

重要である。

4）食事場面

　食事中に発作になっても受傷しないように、食具はプ
ラスチック製のものを使用する。飲み物や汁物は少し冷
めてから飲むように伝え、熱傷を防ぐ。万が一、食事中
に発作になった場合は、無理に口の中から食べ物を出
そうとせず、顔を横に向けて見守り、発作がおさまったと
ころで吐き出してもらったり、吸引などの処置を行うよう
にする。

5）入浴場面

　入浴中は看護師が必ず見守り、溺水しないように注
意する。入浴中に発作となりタイルで受傷する危険が
ある場合は、マットを敷き体面への衝撃を防ぐようにす
る。また入浴時の高温な環境下で発作が誘発される場
合は、換気に注意し浴室の室温調整を行う。万が一、入
浴中に発作になった場合は、本人の顔が湯に浸からな
いように注意して呼吸を確保し、栓を抜いて浴槽を空に
する。そして発作がおさまり落ち着いたところで浴槽か
ら引き上げるようにする。

	【薬物調整中・脳波検査での薬物減薬中のポイント】　　	
　薬物調整を行っている場合、または脳波検査で発作
捕捉を目的とした減薬を行う場合、薬の血中濃度の変
動により、一時的に発作が増悪することや、副作用によ
るふらつきが生じることがある。医師と情報交換しなが
ら、治療経過や検査予定を把握し、観察に努める。脳波
検査中は、看護師を1名配置し安全を確保するなど、現
場の状況や患者の状態に応じて対策を講じるとともに
患者が不安にならないように精神面へのサポートも行
う。

	【服薬管理・服薬指導】　　　　　　　　　　　　　　	
　発作を抑制するためには、規則正しい服薬の維持が
必要である。そのためには、服薬を生活の一部として捉
えられるように、患者へ働きかけることが大切である。薬
を飲み忘れたり服用時間が不規則になると、薬の血中
濃度が安定せず、十分な発作抑制効果が得られない。
決められた時間に、決められた量を服用することが、発
作抑制には大切であることを繰り返し説明する。また、
服薬を自己中断した場合、てんかん重積状態になるお
それがあることも知っておく必要がある。

6）

7）



-38- -39-

1）入院前の服薬状況を把握する

　入院前の服薬状況を確認する。飲み忘れなく規則正
しく服用できているか、自宅では誰が服薬管理をしてい
るか、服薬中の薬の知識がどのくらいあるかなどについ
て聴取する。

2）入院中の服薬管理と指導

　まずは看護師主体で管理し、医師の指示通り服薬で
きるように配薬する。服薬状況をみながら、薬をシート
から出す作業が困難な場合は一包化する。苦くて飲み
づらい場合はシロップ剤に変更するなど、個々の患者に
合わせて方法を工夫する。その後は、退院後のライフス
タイルに合わせて、徐々に患者主体で管理できる方法
へ移行していく。たとえば、服薬が生活の一部となるよう
に、食事を食べた後に薬を飲む流れをつくる、ピルケー

スを目に見える場所に置き、服薬を意識した環境をつく
るなど、患者と相談しながら自宅でも継続できる方法を
探し支援していく。

	【おわりに】　　　　　　　　　																　　　　　	
　てんかん診療拠点病院では、地域診療連携体制を効
果的に運用していくためには、コメディカルの整備が重
要であり、同じ目標に向かって専門的な視点をもつ多
職種が連携しながらチームで機能していくことで、効果
的な医療や支援が可能となる。そのためには、それぞれ
の職種の役割を把握し強みを知ることが重要であり、そ
の中で患者・家族がベストな人生を送れるように何が
出来るのかを常に問いながら、包括的な支援を目指し
ていくことが大切である。

【文献】
1） 兼本浩祐. 臨床てんかん学. 医学書院; 2015.　 
2） 井部俊子. 地域包括ケアシステムの構築に『看護』はどう関わるか. 日本看護協会出版; 2018.
3） 喜多悦子. 看護師が社会を変える. 日本看護協会出版; 2019.
4） 院内認定てんかん看護師. てんかんハンドブック. 静岡てんかん神経医療センター; 2018.
5） 橋口香. てんかんの診断と治療　改訂第6版. 西新潟中央病院; 2016.
6） 谷口豪. てんかん支援Q＆Aｰリハビリ・生活支援の実践-. 医歯薬出版; 2018.
7） 岩崎真樹. ブレインナーシング　けいれん・てんかんと看護. メディカ出版; 2020.　 



-40- -41-

	【はじめに】　　　　　　　　　																　　　　　	
　てんかん診療では抗てんかん薬による薬物療法が
治療の主体となる。一般に、てんかん患者の約7割は適
切な抗てんかん薬の選択により発作抑制が可能となる
が、残りの3割は薬剤抵抗性（難治性）てんかんとなる。
薬剤抵抗性てんかんでは、単剤の抗てんかん薬治療に
よる発作抑制が困難であるため2種類以上の抗てんか
ん薬を併用して発作抑制を試みるが、発作抑制のため
に多剤併用（以下、ポリファーマシー）となることも多い。
近年増加傾向にある高齢者のてんかんでは、複数の疾
患を有する場合も多く、ポリファーマシーに起因する薬
物相互作用に伴う薬物有害事象の増加や治療効果の
減弱が懸念される。また、ポリファーマシーによる服薬ア
ドヒアランスの低下は、「見せかけの薬剤抵抗性てんか
ん」の一因となり得る1）。したがってポリファーマシー対
策はてんかん薬物療法の適正化に必要不可欠であり、
てんかん診療拠点病院がさらなる診療の質的向上を目
指す上で重要な課題といえる。

	【てんかん診療におけるポリファーマシー】			　　　　	
　日本医師会が作成している「超高齢社会における
かかりつけ医のための適正処方の手引き」2）ではポリ
ファーマシーについて「何剤から多剤併用とするかに
ついて厳密な定義はない。しかし、高齢入院患者の薬
剤数と薬物有害事象との関係を調査した報告による
と、6種類以上で薬物有害事象の頻度は特に増加し
ていた。この結果と高齢者の処方実態から考えると、
６種類以上を多剤併用と考えるのが妥当であろう。た
だ、3種類で問題が起きることもあれば、10種類必要
な場合もあり、本質的にはその中身が重要である」と
記載されている。つまり、ポリファーマシーは併用薬剤
数だけで定義されるものではなく、特に慎重な投与を
要する薬物（Potentially Inappropriate Medications；

湘南医療大学・臨床医学研究所	　　浦　 裕之
日本獣医生命科学大学獣医学部	　長谷川	大輔

8. お薬が多すぎると感じたとき
												ポリファーマシー解消・拠点病院で再評価をうける必要性

PIMs）3）や同効薬の重複処方などが原因となり治療上
の問題が生じている多剤併用がポリファーマシーに該
当し、疾患の治療に必要で問題がない多剤併用はポ
リファーマシーには該当しない。てんかん診療におけ
るポリファーマシーには、複数疾患の治療のために多
剤併用となり生じる諸問題と、てんかん治療のために
抗てんかん薬が多剤併用され生じる諸問題（抗てんか
ん薬のポリファーマシー）に大別できる。前者について
は、厚生労働省高齢者医薬品適正使用検討会による
指針4）5）を参考にされたい。後者の抗てんかん薬のポ
リファーマシーに明確な定義は存在しないが、一般に
薬剤抵抗性てんかんの場合にポリファーマシーになり
やすい。薬剤抵抗性てんかんとは、てんかんに対し適
切とされる抗てんかん薬を2剤以上（単剤または併用）
十分量で一定期間用いた場合に発作が抑制できない
てんかんと定義される6）。一定期間とは、通常1年以上
であるが、てんかん治療前の発作間隔が4ヶ月に1回
以上の頻度で起きている場合にはてんかん治療前の
最長発作間隔の3倍以上が薬剤抵抗性の評価期間と
なる。例えば、治療前に６ヶ月に1回の頻度でてんかん
発作が起きていた場合には18ヶ月以上の評価期間を
要する。

	【てんかん診療拠点病院におけるポリファーマシー対策】														
　抗てんかん薬のポリファーマシーを解消する上で、
治療対象となるてんかんが真の薬剤抵抗性か、ある
いは見せかけの薬剤抵抗性かを見極めることが重要
である。見せかけの薬剤抵抗性てんかんは複数の要
因（表1を参照）が関与している。地域のかかりつけ医

（1次診療）や神経学専門医（2次診療）による診療に
おいて薬剤抵抗性てんかんが難治に経過している場
合には、てんかん診療拠点病院において専門的評価
を受けることが望ましい。

要　因 具体例
てんかん診断の誤り 失神、不整脈、心因性非てんかん性発作
不適切な薬剤選択 発作型・てんかん分類に合わない薬剤選択

血中薬物濃度の不足 過少投与、薬物相互作用、服薬アドヒアランスの低下
生活習慣 睡眠不足、飲酒

表1. 見せかけの薬剤抵抗性てんかんの代表的な要因と具体例
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　てんかん診療拠点病院において医師は薬剤抵抗性
てんかんの原因について見せかけの薬剤抵抗性の可
能性も含めて検討し、不適切や薬剤選択がなされてい
る場合には薬剤の整理を行う。また、最終的には抗てん
かん薬の血中薬物濃度の確認や生活習慣、服薬アドヒ
アランスなども含めて総合的な評価を行う。てんかん診
療拠点病院を対象としたアンケート調査（2020年9月
〜10月にかけて実施）によれば、血中濃度測定実績の
ある抗てんかん薬は（図1）の通りであった。アンケート
調査から、てんかん診療拠点病院では薬物治療モニタ
リング（therapeutic drug monitoring: TDM）による慎
重な用量調整を要するフェニトインやカルバマゼピン

	【てんかん診療拠点病院におけるチーム医療による服薬支援】				
　てんかん患者に適切な抗てんかん薬が十分な投与
量で処方されていたとしても、服薬アドヒアランスが不
良である場合にはてんかん発作の抑制は困難である。
したがって、てんかん薬物療法においてはてんかん患
者の服薬遵守率が100%になることを理想として服薬
支援を行うことが重要となる。特に、ポリファーマシー
となっている場合には服薬タイミングの増加による飲

などの従来薬に限らず、新規抗てんかん薬についても
積極的に血中濃度測定を実施していることが明らかと
なった。この結果から、てんかん診療拠点病院の指定を
目指す医療機関は抗てんかん薬の血中濃度測定につ
いて幅広く実施し、有効性や忍容性、薬物相互作用の
程度や服薬アドヒアランスの確認に活用する体制を構
築することが望まれる。また、限られた診療時間の中で
必要な情報を収集し、効果的な服薬支援を行うために
は医師だけではなくてんかん診療に関する知識を有す
る看護師、薬剤師、てんかんコーディネーターを配置し、
それぞれの高い専門性を活かした多職種協働による
チーム医療の実践が求められる。

み忘れや薬物有害事象の増加による怠薬など服薬ア
ドヒアランスの低下が起こりやすいため、患者の希望
や忍容性の確認も含め実現可能な服薬計画を立案す
ることが望まれる。以下、てんかん患者の服薬支援に
おける各職種の役割を示す。

1） 医師の役割

　　医師は抗てんかん薬によりてんかん発作が十分に

AZA：アセタゾラミド、CBZ：カルバマゼピン、CLB：クロバザム、CZP：クロナゼパム、DZP：ジアゼパム、EHN：エトトイン、
ESM：エトサクシミド、GBP：ガバペンチン、KBr：臭化カリウム、LCM：ラコサミド、LEV：レベチラセタム、LTG：ラモト
リギン、NZP：二トラゼパム、OXC：オキシカルバゼピン、PB：フェノバルビタール、PER：ペランパネル、PHT：フェニトイン、
PIR：ピラセタム、PRM：プリミドン、RFN：ルフィナミド、STP：スチリペントール、TMO：トリメタジオン、TPM：トピラマー
ト、VGB：ビガバトリン、VPA：バルプロ酸ナトリウム、ZNS：ゾニサミド

図1. 血中濃度測定実績のある抗てんかん薬（2020年9月現在）
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抑制されている場合には薬物治療が成功している
ことを説明する。また、てんかん発作が抑制されて
いない場合には発作型の確認、服薬アドヒアランス
の確認、薬物有害事象の確認、抗てんかん薬の薬
物血中濃度に基づき投与量の検討を行う。

2） 看護師の役割

　　抗てんかん薬の治療効果と治療に対する患者の考
え、薬物有害事象について評価する。薬剤調整目
的で入院中のてんかん患者に対しては、薬剤調整
後の行動変化や薬物有害事象の有無、薬物有害事
象発現時にはどの程度の有害事象であるのか観察
を行う。

3） 薬剤師の役割

　　医薬分業の推進により院外処方を選択する医療機
関が多いため、てんかん診療拠点病院の薬剤部と
保険薬局が連携し（次項「てんかん診療拠点病院と
保険薬局」の連携を参照）、円滑に情報共有できる
体制を構築しておくことが望ましい。てんかん患者
が長時間ビデオ脳波モニタリング検査や薬剤調整
などを目的として入院する場合には持参薬を確認
し、残薬の有無や管理状況、患者聴取などから服薬
アドヒアランスを推定し、他の医療者と情報共有す
る。服薬回数や服薬タイミング、抗てんかん薬の剤
形や管理方法などから服薬アドヒアランス低下因
子が判明した場合には服薬アドヒアランスの向上
につながるような薬物治療計画を立案し医師と協
議する。

4） てんかんコーディネーターの役割

　　経済的理由により抗てんかん薬の薬剤費が負担と
なっている場合には自立支援医療などの社会制度

について紹介する。すでに公的医療制度を利用し
ている場合には、更新手続きなど適宜必要な支援
を行う。

	【てんかん診療拠点病院と保険薬局の連携】　　　　
　多くのてんかん診療拠点病院では退院時薬剤情報
管理指導料を算定しており、入院中の服薬情報を退院後

（あるいは転院先）の医療機関に提供している（図2）。
令和元年にてんかん診療拠点病院を対象に行ったアン
ケート調査によれば、てんかん診療拠点病院で退院時
に最も多く使用している情報提供ツールはおくすり手
帳であり、回答が得られた12施設すべてで使用されて
いた。次に多く使用されていたのは服薬情報提供書（以
下、トレーシングレポート）であったが、使用率は回答施
設の約3割にとどまった（図2）。トレーシングレポートは
保険薬局の薬剤師が得た情報を処方医に伝える際に
用いる文書である。疑義照会と異なり、緊急性は低いも
のの処方医に伝える必要があると保険薬局の薬剤師が
判断した場合に用いられる。記載内容は服薬アドヒアラ
ンスや残薬の有無、一包化や剤形変更の提案など多岐
にわたるが、てんかん薬物療法の適正化において非常
に有用な情報源となり得る。特に、複数疾患の治療のた
めにポリファーマシーとなっている場合には、他医療機
関の処方情報が不詳であることも多く、複数医療機関の
処方情報を一元管理している保険薬局との情報共有が
ポリファーマシー解消の重要なカギとなる。てんかん薬
物療法の質的向上を目指すために、てんかん診療拠点
病院と院外処方せんを応需する保険薬局がトレーシン
グレポートによる情報共有を日常的にできる環境を整
えることが今後の課題と言える。例えば、てんかん診療
拠点病院による研修会を地域保険薬局向けに開催し、
てんかん患者の服薬情報提供を要請することも連携推
進の一助になるものと思われる。

図2. 退院時薬剤情報管理指導料算定率と情報提供内容（2019年10月現在）
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　てんかん診療拠点病院と保険薬局との連携は抗てん
かん薬の先発薬と後発薬の混同による服薬間違いや
服薬アドヒアランスの低下を防止する上でも重要であ
る。抗てんかん薬に関する薬識が十分ではない患者の
場合、先発薬と後発薬は医薬品名が異なるため別の種
類の薬剤と誤認する危険性がある。カルバマゼピンを
例に挙げると、てんかん診療拠点病院では先発薬のテ
グレトール®錠を服用していた患者が、他医療機関へ
の入院を契機に後発薬のカルバマゼピン錠を服用する
という場面が想定される。このような場合、テグレトール®
錠とカルバマゼピン錠を別の薬剤と認識し重複して服
用する可能性や、十分な説明がなされない場合には副
作用発現を懸念して自己判断で休薬してしまうおそれ
がある。てんかん診療拠点病院および保険薬局の調剤
記録がおくすり手帳やトレーシングレポートで情報共有
できていれば先発薬と後発薬の重複投与を回避するた
めに同効薬である旨を患者本人あるいは服薬管理者に
注意喚起することが可能となる。

	【おわりに】　　　　　　　　　　　　　											　　	
　てんかん診療拠点病院における抗てんかん薬の薬
物血中濃度に関する検査体制は充実しており、ポリ
ファーマシー状態にあるてんかん患者の服薬アドヒア
ランスや投与量の確認に役立てられている。また、多く
のてんかん診療拠点病院では入院てんかん患者に対
して退院時服薬指導を実施しており、服薬アドヒアラン
スを向上させる取り組みが実施されている。一方、てん
かん薬物療法は外来診療が中心であり、てんかん診療
の質的向上には保険薬局との連携が必須と考えられる
が、現状では十分な連携体制が整っているとはいい難
い。今後、てんかん診療拠点病院では保険薬局と連携
し、ポリファーマシー解消などさらなるてんかん薬物療
法の適正化に貢献することが望まれる。
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　てんかん診療に関する語彙群の中で頻出しかつ大切な言葉は、「発作」であることに異論はないであろう。実際、診療
の現場では、発作により紹介され、発作で診断し、発作の頻度で治療効果を判定する。しかし、語られる「発作」の内容が
十人十色であることを痛感するのも、同じ診療の現場である。「これ発作か?」、同音異義の言葉を用いれば会話は成立
しない。この問題意識から、てんかん診療地域連携のためのてんかん語彙集（ターミノロジー）の見直し作業を提案す
る。この語彙集の使（利）用者として想定するのは、てんかん患者を支援するすべての者、つまり院内では医師から事務
職を含めたパラメディカルまで、院外では連携医療機関は言うまでもなく、福祉施設あるいは患者家族までを含む。具
体的な作業としては、流通している言葉を採取することから始まるが、これは我々の通常の調査研究とは異なる作業で
あるので、エスノグラフィーなどの人文知を借りる工夫が必要になるであろう。例えば「ピクツキ」という言葉がある。医
師の学会ではあまり目にしない言葉であるが、ミオクローヌス発作を表現する言葉として直観に訴えるものがあり、こう
いった言葉を一つ一つ採取し、その意味を再定義し、診療全体の見取り図の中にはめ込んでいく。言葉を厳密に使用す
る学会にはこの作業はそぐわない。てんかん拠点病院連絡協議会のような下位の組織でこそできる作業である。この作
業に場を提供する最も身近な仕組みの一つに、地域てんかん医療連携パスの構築とその運営があると併せて提案した
い。てんかん診療の新参者である著者の率直な感想であるが、てんかん診療は難しい。そもそものそのてんかん患者の
発見も難しいが、診断も、検査評価も、治療評価も難しい。難しいままで良いわけはなく、てんかん患者を支援するすべ
ての者の心に頭に垂線を降ろす作業が今必要で、反対に、この作業過程がてんかん診療に関連する種々の難しい概念
を整理すると考えている。

	沖縄赤十字病院脳神経外科
沖縄てんかん拠点病院責任者	　饒波　正博

Ⅲ . 提言

てんかん医療への短い提言
　～地域医療連携のためのてんかん語彙集（ターミノロジー）の見直し作業～






